
1 

 

新型インフルエンザ等対策政府行動計画 新旧対照表 

 

（下線部分は改正箇所） 

変更案 現行 

目次 （略） 

 

Ⅰ.始めに （略） 

 

Ⅱ．新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針 

 

Ⅱ-１～Ⅱ-５ （略） 

 

Ⅱ-６ 政府行動計画の主要６項目 

  （略） 

（１） （略） 

 

（２）サーベイランス・情報収集 

新型インフルエンザ等対策を適時適切に実施するため

には、サーベイランスにより、いずれの段階においても、

新型インフルエンザ等に関する様々な情報を、国内外か

ら系統的に収集・分析し判断につなげること、また、サ

ーベイランスの結果を関係者に迅速かつ定期的に還元す

ることにより、効果的な対策に結び付けることが重要で

目次 （略） 

 

Ⅰ.始めに （略） 

 

Ⅱ．新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針 

 

Ⅱ-１～Ⅱ-５ （略） 

 

Ⅱ-６ 政府行動計画の主要６項目 

  （略） 

（１） （略） 

 

（２）サーベイランス・情報収集 

新型インフルエンザ等対策を適時適切に実施するため

には、サーベイランスにより、いずれの段階においても、

新型インフルエンザ等に関する様々な情報を、国内外か

ら系統的に収集・分析し判断につなげること、また、サ

ーベイランスの結果を関係者に迅速かつ定期的に還元す

ることにより、効果的な対策に結び付けることが重要で
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ある。 

なお、未知の感染症である新感染症に対するサーベイ

ランスは現時点では行っていないため、本項目では新型

インフルエンザに限って記載するが、新感染症が発生し

た場合は、WHO 等の国際機関と連携し、早期に症例定義

の周知や診断方法を確立し、国内のサーベイランス体制

を構築する。 

海外で発生した段階から国内の患者数が少ない段階ま

では、情報が限られており、患者の全数把握等のサーベ

イランス体制の強化を図り、患者の臨床像等の特徴を把

握するため、積極的な情報収集・分析を行う。 

国内の患者数が増加し、新型インフルエンザの特徴や

患者の臨床像等の情報が蓄積された時点では、患者の全

数把握は、その意義が低下し、また、地方公共団体や医

療現場の負担も過大となることから、入院患者及び死亡

者に限定した情報収集に切り替える。 

サーベイランスにより把握された流行の開始時期や規

模等の情報は、地域における医療体制の確保等に活用す

る。また、地域で流行する病原体の性状（インフルエン

ザウイルスの亜型や薬剤耐性等）に関する情報や、死亡

者を含む重症者の状況に関する情報は、医療機関におけ

る診療に役立てる。 

また、鳥類、豚におけるインフルエンザウイルスのサ

ある。 

なお、未知の感染症である新感染症に対するサーベイ

ランスは現時点では行っていないため、本項目では新型

インフルエンザに限って記載するが、新感染症が発生し

た場合は、WHO 等の国際機関と連携し、早期に症例定義

の周知や診断方法を確立し、国内のサーベイランス体制

を構築する。 

海外で発生した段階から国内の患者数が少ない段階ま

では、情報が限られており、患者の全数把握等のサーベ

イランス体制の強化を図り、患者の臨床像等の特徴を把

握するため、積極的な情報収集・分析を行う。 

国内の患者数が増加し、新型インフルエンザの特徴や

患者の臨床像等の情報が蓄積された時点では、患者の全

数把握は、その意義が低下し、また、地方公共団体や医

療現場の負担も過大となることから、入院患者及び死亡

者に限定した情報収集に切り替える。 

サーベイランスにより把握された流行の開始時期や規

模等の情報は、地域における医療体制等の確保に活用す

る。また、地域で流行する病原体の性状（インフルエン

ザウイルスの亜型や薬剤耐性等）に関する情報や、死亡

者を含む重症者の状況に関する情報は、医療機関におけ

る診療に役立てる。 

また、鳥類、豚におけるインフルエンザウイルスのサ
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ーベイランスを行い、これらの動物の間での発生の動向

を把握する。 

 

（３） （略） 

 

ーベイランスを行い、これらの動物の間での発生の動向

を把握する。 

 

（３） （略） 

 

（４）予防・まん延予防 

（ア）・（イ） （略） 

 

（ウ）予防接種 

ⅰ）ワクチン 

ワクチンの接種により、個人の発症や重症化を防ぐこ

とで、受診患者数を減少させ、入院患者数や重症者数を

抑え、医療体制が対応可能な範囲内に収めるよう努める

ことは、新型インフルエンザ等による健康被害や社会・

経済活動への影響を最小限にとどめることにつながる。 

新型インフルエンザ対策におけるワクチンについて

は、製造の元となるウイルス株や製造時期が異なるプレ

パンデミックワクチンとパンデミックワクチンの２種類

がある。なお、新感染症については、発生した感染症に

よってはワクチンを開発することが困難であることも想

定されるため、本項目では、基本的に新型インフルエン

ザについて記載する。 

なお、新型インフルエンザの発生時のプレパンデミッ

（４）予防・まん延予防 

（ア）・（イ） （略） 

 

（ウ）予防接種 

ⅰ）ワクチン 

ワクチンの接種により、個人の発症や重症化を防ぐこ

とで、受診患者数を減少させ、入院患者数や重症者数を

抑え、医療体制が対応可能な範囲内に収めるよう努める

ことは、新型インフルエンザ等による健康被害や社会・

経済活動への影響を最小限にとどめることにつながる。 

新型インフルエンザ対策におけるワクチンについて

は、製造の元となるウイルス株や製造時期が異なるプレ

パンデミックワクチンとパンデミックワクチンの２種

類がある。なお、新感染症については、発生した感染症

によってはワクチンを開発することが困難であること

も想定されるため、本項目では新型インフルエンザに限

って記載する。 

なお、新型インフルエンザの発生時のプレパンデミッ
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クワクチンの有効な接種方法等の検討に資するよう、最

新の流行状況を踏まえ、製剤化済みワクチンの一部を用

いて有効性・安全性についての臨床研究を推進する。 

クワクチンの有効な接種方法等の検討に資するよう、最

新の流行状況を踏まえ、製剤化済みワクチンの一部を用

いて有効性・安全性についての臨床研究を推進する。 

ⅱ）特定接種 

ⅱ-1）特定接種 

  （略） 

この基本的考え方を踏まえ、登録事業者、公務員は

別添のとおりとする。 

特定接種を実施するに当たっては、新型インフルエ

ンザ等対策実施上の公益性・公共性を基準として、①

医療関係者 36、②新型インフルエンザ等対策の実施に

携わる公務員 37、③指定公共機関制度を中心とする基

準による事業者（介護・福祉事業者を含む。）38、④そ

れ以外の事業者 39の順とすることを基本とする 40。 

事前に上記のような基本的な考え方を整理してお

くが、危機管理においては状況に応じた柔軟な対応が

必要となることから、発生した新型インフルエンザ等

の病原性などの特性に係る基本的対処方針等諮問委員

会の意見を聴き、更に、その際の社会状況等を総合的

に政府対策本部において判断し、基本的対処方針によ

り、接種総枠、対象、接種順位、その他の関連事項を

決定する。 

特定接種については、備蓄しているプレパンデミッ

ⅱ）特定接種 

ⅱ-1）特定接種 

  （略） 

この基本的考え方を踏まえ、登録事業者、公務員は

別添のとおりとする。 

特定接種を実施するに当たっては、新型インフルエ

ンザ等対策実施上の公益性・公共性を基準として、①

医療関係者 36、②新型インフルエンザ等対策の実施に

携わる公務員 37、③指定公共機関制度を中心とする基

準による事業者（介護・福祉事業者を含む。）38、④そ

れ以外の事業者 39の順とすることを基本とする 40。 

事前に上記のような基本的な考え方を整理してお

くが、危機管理においては状況に応じた柔軟な対応が

必要となることから、発生した新型インフルエンザ等

の病原性などの特性に係る基本的対処方針等諮問委員

会の意見を聴き、更に、その際の社会状況等を総合的

に政府対策本部において判断し、基本的対処方針によ

り、接種総枠、対象、接種順位、その他の関連事項を

決定する。 

特定接種については、備蓄しているプレパンデミッ
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クワクチンが有効であれば、備蓄ワクチンを用いるこ

ととなるが、備蓄しているプレパンデミックワクチン

の有効性が低い場合には、パンデミックワクチンを用

いることとなる。 

 

 

 
36 ①医療関係者：別添(1)に示す「A-1：新型インフルエンザ等医療型」、「A-2：

重大・緊急医療型」の基準に該当する者 
37～40 （略） 

 

ⅱ-2） （略） 

 

ⅲ）～Ⅴ） （略） 

クワクチンが有効であれば、備蓄ワクチンを用いるこ

ととなるが、発生した新型インフルエンザ等が H5N1

以外の感染症であった場合や亜型が H5N1 の新型イン

フルエンザであっても備蓄しているプレパンデミック

ワクチンの有効性が低い場合には、パンデミックワク

チンを用いることとなる。 

 
36 ①医療関係者：別添(1)に示す「A-1：新型インフルエンザ医療型」、「A-2：重

大緊急医療型」の基準に該当する者 
37～40 （略） 

 

ⅱ-2） （略） 

 

ⅲ）～ⅳ） （略） 

 

Ⅴ） 医療関係者に対する要請 

国及び都道府県は、予防接種を行うため必要がある

と認めるときは、医療関係者に対して必要な協力の要

請又は指示（以下「要請等」という。）を行う 42。 

 

（５）・（６） （略） 

 

Ⅴ） 医療関係者に対する要請 

国及び都道府県は、予防接種を行うため必要がある

と認めるときは、医療関係者に対して必要な協力を要

請又は指示（以下「要請等」という。）を行う 42。 

 

（５）・（６） （略） 

Ⅱ-７. 発生段階  

 

Ⅱ-７. 発生段階  
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新型インフルエンザ等対策は、感染の段階に応じて採る

べき対応が異なることから、事前の準備を進め、状況の変

化に即応した意思決定を迅速に行うことができるよう、あ

らかじめ発生の段階を設け、各段階において想定される状

況に応じた対応方針を定めておく必要がある。 

本政府行動計画では、新型インフルエンザ等が発生する

前から、海外での発生、国内での発生、まん延を迎え、小

康状態に至るまでを、我が国の実情に応じた戦略に則して

５つの発生段階に分類した。国全体での発生段階の移行に

ついては、WHOが公表する情報を参考としながら、海外や

国内での発生状況を踏まえて、政府対策本部が決定する。 

 

地域での発生状況は様々であり、その状況に応じ、特に

地域での医療提供や感染対策等について、柔軟に対応する

必要があることから、地域における発生段階を定め、その

移行については、必要に応じて国と協議の上で、都道府県

が判断することとしている。地域における発生段階を併せ

て示す。 

国、地方公共団体、関係機関等は、行動計画等で定めら

れた対策を段階に応じて実施することとする。 

なお、段階の期間は極めて短期間となる可能性があり、

また、必ずしも、段階どおりに進行するとは限らないこと、

さらには、緊急事態宣言がされた場合には、対策の内容も

新型インフルエンザ等対策は、感染の段階に応じて採る

べき対応が異なることから、事前の準備を進め、状況の変

化に即応した意思決定を迅速に行うことができるよう、あ

らかじめ発生の段階を設け、各段階において想定される状

況に応じた対応方針を定めておく必要がある。 

本政府行動計画では、新型インフルエンザ等が発生する

前から、海外での発生、国内での発生、まん延を迎え、小

康状態に至るまでを、我が国の実情に応じた戦略に則して

５つの発生段階に分類した。国全体での発生段階の移行に

ついては、WHOのフェーズの引上げ及び引下げ等の情報を

参考としながら、海外や国内での発生状況を踏まえて、政

府対策本部が決定する。 

地域での発生状況は様々であり、その状況に応じ、特に

地域での医療提供や感染対策等について、柔軟に対応する

必要があることから、地域における発生段階を定め、その

移行については、必要に応じて国と協議の上で、都道府県

が判断することとしている。地域における発生段階を併せ

て示す。 

国、地方公共団体、関係機関等は、行動計画等で定めら

れた対策を段階に応じて実施することとする。 

なお、段階の期間は極めて短期間となる可能性があり、

また、必ずしも、段階どおりに進行するとは限らないこと、

さらには、緊急事態宣言がされた場合には、対策の内容も
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変化するということに留意が必要である。 

 

＜発生段階＞ 

（略） 

 

＜国及び地域（都道府県）における発生段階＞ 

（略） 

 

 （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変化するということに留意が必要である。 

 

＜発生段階＞ 

（略） 

 

＜国及び地域（都道府県）における発生段階＞ 

（略） 

 

（参考）新型インフルエンザにおける政府行動計画の発生段

階と WHOにおけるインフルエンザのパンデミックフ

ェーズの対応表 

 

 

 

 

 

Ⅲ．各段階における対策 

 

以下、発生段階ごとに、目的、対策の考え方、主要６項

目の個別の対策を記載する。 

新型インフルエンザ等が発生した場合、国は政府行動計

Ⅲ．各段階における対策 

 

以下、発生段階ごとに、目的、対策の考え方、主要６項

目の個別の対策を記載する。 

新型インフルエンザ等が発生した場合、国は政府行動計
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画に基づき「基本的対処方針」を作成することとなってお

り、個々の対策の具体的な実施時期は段階の移行時期とは

必ずしも一致しないこと、当初の予測とは異なる状況が発

生する可能性もあることから、段階はあくまでも目安とし

て、必要な対策を柔軟に選択し、実施する。 

対策の実施や縮小・中止時期の判断の方法については、

必要に応じて、ガイドライン等に定めることとする。 

 

未発生期 （略） 

 

画に基づき「基本的対処方針」を作成することとなってお

り、個々の対策の具体的な実施時期は段階の移行時期とは

必ずしも一致しないこと、当初の予測とは異なる状況が発

生する可能性もあることから、段階はあくまでも目安とし

て、必要な対策を柔軟に選択し、実施する。 

対策の実施や縮小・中止時期の判断の方法については、

必要に応じて、ガイドライン等に定めることとする。 

 

未発生期 （略） 

 

海外発生期 

（略） 

（１）実施体制 

(1)-1 政府の体制強化等 

① （略） 

② WHO が新型インフルエンザに該当するインフルエンザ

又は急速にまん延するおそれのある新感染症の発生を

公表した場合には、厚生労働大臣は、新型インフルエン

ザ等が発生した旨を公表する とともに内閣総理大臣に

報告する 。（厚生労働省） 

③～⑥ （略） 

 

(1)-2 （略） 

海外発生期 

（略） 

（１）実施体制 

(1)-1 政府の体制強化等 

① （略） 

② WHO が新型インフルエンザのフェーズ４の宣言若しく

はそれに相当する公表又は急速にまん延するおそれの

ある新感染症の発生を公表した場合には、厚生労働大臣

は、新型インフルエンザ等が発生した旨を公表する と

ともに内閣総理大臣に報告する 。（厚生労働省） 

③～⑥ （略） 

 

(1)-2 （略） 
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（２）・（３） （略） 

 

 

（２）・（３） （略） 

 

（４）予防・まん延防止 

(4)-1 国内でのまん延防止対策の準備 

  国及び都道府県等は、相互に連携し、国内における

新型インフルエンザ等患者の発生に備え、感染症法に

基づく、患者への対応（治療・入院措置等）や患者の

同居者等の濃厚接触者への対応（外出自粛要請、健康

観察の実施、有症時の対応指導等）の準備を進める。

また国及び都道府県等は、相互に連携し、検疫所から

提供される入国者等に関する情報を有効に活用する。

（厚生労働省） 

（４）予防・まん延防止 

(4)-1 国内でのまん延防止対策の準備 

① 国及び都道府県等は、相互に連携し、国内における

新型インフルエンザ等患者の発生に備え、感染症法に

基づく、患者への対応（治療・入院措置等）や患者の

同居者等の濃厚接触者への対応（外出自粛要請、健康

観察の実施、有症時の対応指導等）の準備を進める。

また国及び都道府県等は、相互に連携し、検疫所から

提供される入国者等に関する情報を有効に活用する。

（厚生労働省） 

 

(4)-2 感染症危険情報の発出等 

① 国は、新型インフルエンザ等の発生が疑われる場合

には、WHO が新型インフルエンザに該当するインフル

エンザ又は急速にまん延するおそれのある新感染症の

発生を公表する前であっても、感染症危険情報を発出

し、不要不急の渡航の延期や退避の可能性の検討を勧

告する。（外務省） 

(4)-2 感染症危険情報の発出等 

① 国は、新型インフルエンザ等の発生が疑われる場合

には、WHO のフェーズ４宣言若しくはそれに相当する

公表又は急速にまん延するおそれのある新感染症の発

生の公表の前であっても、感染症危険情報を発出し、

不要不急の渡航の延期や退避の可能性の検討を勧告す

る。（外務省） 

② 国は、WHO が新型インフルエンザに該当するインフ

ルエンザ又は急速にまん延する恐れのある新感染症の

② 国は、WHO が新型インフルエンザのフェーズ４宣言

若しくはそれに相当する公表又は急速にまん延する恐
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公表をした等海外での新型インフルエンザ等の発生が

確認された場合、感染症危険情報を発出し、病原性の

程度を踏まえ、渡航の延期を勧告するとともに、在外

邦人に対し、今後出国できなくなる可能性や現地で十

分な医療を受けられなくなる可能性、帰国に際し停留

される可能性等について情報提供を行う。（外務省） 

 

  ③・④ （略） 

 

れのある新感染症の公表をした等海外での新型インフ

ルエンザ等の発生が確認された場合、感染症危険情報

を発出し、病原性の程度を踏まえ、渡航の延期を勧告

するとともに、在外邦人に対し、今後出国できなくな

る可能性や現地で十分な医療を受けられなくなる可能

性、帰国に際し停留される可能性等について情報提供

を行う。（外務省） 

  ③・④ （略） 

 

(4)-3 水際対策 

(4)-3-1 発生疑いの場合の対策開始 

① 国は、新型インフルエンザ等の発生が疑われる場

合には、WHO が新型インフルエンザに該当するイン

フルエンザ又は急速にまん延する恐れのある新感染

症を公表する前であっても、質問票の配布等により

入国時の患者の発見に努める。(関係省庁) 

 

(4)-3 水際対策 

(4)-3-1 発生疑いの場合の対策開始 

① 国は、新型インフルエンザ等の発生が疑われる場

合には、WHO が新型インフルエンザのフェーズ４宣

言若しくはそれに相当する公表又は急速にまん延す

る恐れのある新感染症の公表前であっても、質問票

の配布等により入国時の患者の発見に努める。(関係

省庁) 

 

(4)-3-2 検疫の強化 

①・② （略） 

③ 国は、停留を実施する場合には、厚生労働省の要

請に基づき関係省庁間で協議を行い、海外における

発生状況、航空機・船舶の運航状況等に応じて、特

(4)-3-2 検疫の強化 

①・② （略） 

③ 国は、停留を実施する場合には、厚生労働省の要

請に基づき関係省庁間で協議を行い、海外における

発生状況、航空機・船舶の運航状況等に応じて、特
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定検疫港等を指定し、集約化を図ることを検討する。

(厚生労働省、国土交通省) 

・旅客機等については特定検疫飛行場で、貨物専用

機については特定検疫飛行場以外の検疫飛行場に

おいても対応する。 

・客船については特定検疫港で、貨物船については、

特定検疫港以外の検疫港においても対応する。た

だし、その積載物等により検疫港に入港すること

が困難である場合には、感染拡大のおそれに留意

しつつ、別途関係省庁において対応を検討するも

のとする。 

  

④ （略） 

定検疫港等を指定し、集約化を図ることを検討する。

(厚生労働省、国土交通省) 

・旅客機等については成田、羽田、関西、中部及び

福岡空港で、貨物専用機については検疫飛行場で

の対応を検討する。 

・客船については横浜港、神戸港、関門港及び博多

港で対応する。 

・貨物船については、特定検疫港以外の検疫港にお

いても対応する。ただし、その積載物等により検

疫港に入港することが困難である場合には、感染

拡大のおそれに留意しつつ、別途関係省庁におい

て対応を検討するものとする。 

④ （略） 

⑤ 国は、発生国から第三国経由で入国する者に対し、

航空・船舶会社等の協力を得ながら、検疫法（昭和

26 年法律第 201 号）に基づく質問票の配付や旅券の

出国証印の確認を実施するなど、発生国での滞在の

有無を把握し、検疫の効果を高める。（厚生労働省、

出入国在留管理庁、国土交通省） 

⑥・⑦ （略） 

⑤ 国は、発生国から第三国経由で入国する者に対し、

航空・船舶会社等の協力を得ながら、検疫法（昭和

26 年法律第 201 号）に基づく質問票の配付や旅券の

出国証印の確認を実施するなど、発生国での滞在の

有無を把握し、検疫の効果を高める。（厚生労働省、

法務省、国土交通省） 

⑥・⑦ （略） 

  

(4)-3-3 外国人の入国制限 

① （略） 

(4)-3-3 外国人の入国制限 

① （略） 
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② 国は、入国審査や税関において、新型インフルエ

ンザ等に感染している者又は感染している可能性の

ある者を発見した場合、直ちに検疫所に通報し指示

を仰ぎ、検疫手続に差し戻す。（出入国在留管理庁、

財務省） 

 

② 国は、入国審査や税関において、新型インフルエ

ンザ等に感染している者又は感染している可能性の

ある者を発見した場合、直ちに検疫所に通報し指示

を仰ぎ、検疫手続に差し戻す。（法務省、財務省） 

 

(4)-3-4 密入国者対策 

① 国は、発生国からの密入国が予想される場合、取

締機関相互の連携を強化するとともに、密入国者の

中に感染者又は感染の疑いのある者がいるとの情報

を入手し、または認めたときは、検疫所等との協力

を確保しつつ、必要な感染対策を講じた上、所要の

手続をとる。（出入国在留管理庁、警察庁、海上保安

庁） 

② 国は、発生国から到着する航空機・船舶に対する

立入検査、すり抜けの防止対策、出入国審査場やト

ランジットエリアのパトロール等の監視取締りの強

化を行い、また警戒活動等を行うよう都道府県警察

等を指導・調整する。（出入国在留管理庁、警察庁、

海上保安庁） 

③ （略） 

 

(4)-3-5・(4)-3-6 （略） 

(4)-3-4 密入国者対策 

① 国は、発生国からの密入国が予想される場合、取

締機関相互の連携を強化するとともに、密入国者の

中に感染者又は感染の疑いのある者がいるとの情報

を入手し、または認めたときは、検疫所等との協力

を確保しつつ、必要な感染対策を講じた上、所要の

手続をとる。（法務省、警察庁、海上保安庁） 

 

② 国は、発生国から到着する航空機・船舶に対する

立入検査、すり抜けの防止対策、出入国審査場やト

ランジットエリアのパトロール等の監視取締りの強

化を行い、また警戒活動等を行うよう都道府県警察

等を指導・調整する。（法務省、警察庁、海上保安庁） 

 

③ （略） 

 

(4)-3-5・(4)-3-6 （略） 
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(4)-4 （略） 

 

 

(4)-4 （略） 

 

(4)-5 予防接種 

 

(4)-5-1・(4)-5-2 （略） 

 

(4)-5-3 接種体制 

 

(4)-5-3-1 特定接種 

① （略） 

② 国は、発生した新型インフルエンザ等に関する情報、

プレパンデミックワクチンの有効性、ワクチンの製

造・製剤化のスピード、国民から求められるサービス

水準、住民接種の緊急性等を踏まえ、基本的対処方針

等諮問委員会の意見を聴いて特定接種の総枠やその対

象や順位を決定するなど、基本的対処方針において、

特定接種の具体的運用を定める 66。（内閣官房、厚生労

働省、関係省庁） 

 

66 備蓄しているプレパンデミックワクチンが有効であれば備蓄ワクチンを用  

いる。備蓄しているワクチンの有効性が低い場合には  、パンデミックワク

チンを用いる。また、病原性が低く、特定接種を緊急的に行う必要がない

(4)-5 予防接種 

 

(4)-5-1・(4)-5-2 （略） 

 

(4)-5-3 接種体制 

 

(4)-5-3-1 特定接種 

① （略） 

② 国は、発生した新型インフルエンザ等に関する情報、

プレパンデミックワクチンの有効性、ワクチンの製

造・製剤化のスピード、国民から求められるサービス

水準、住民接種の緊急性等を踏まえ、基本的対処方針

等諮問委員会の意見を聴いて特定接種の総枠やその対

象や順位を決定するなど、基本的対処方針において、

特定接種の具体的運用を定める 66。（内閣官房、厚生労

働省、関係省庁） 

 

66 備蓄しているプレパンデミックワクチンが有効であれば備蓄ワクチンを用  

いる。発生した新型インフルエンザ等が H5N1 以外の感染症であった場合

や亜型が H5N1 の新型インフルエンザであっても備蓄しているワクチンの
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と認められる場合においても、医療関係者に先行的に接種を行う。  

  

 

 

   ③・④ （略） 

 

(4)-5-3-2 （略） 

 

(4)-5-4・(4)-5-5 （略） 

 

（５）・（６） （略） 

 

有効性が低い場合には 、パンデミックワクチンを用いる。また、病原性が

低く、特定接種を緊急的に行う必要がないと認められる場合においても、

医療関係者に先行的に接種を行う。 

  

   ③・④ （略） 

 

(4)-5-3-2 （略） 

 

(4)-5-4・(4)-5-5 （略） 

 

（５）・（６） （略） 

 

国内発生早期 

（略） 

（１）～（５） （略） 

（６）国民生活及び国民経済の安定の確保 

 

(6)-1・(6)-2 （略） 

 

(6)-3 緊急事態宣言がされている場合の措置 

 

(6)-3-1～(6)-3-6 （略） 

 

国内発生早期 

（略） 

（１）～（５） （略） 

（６）国民生活及び国民経済の安定の確保 

 

(6)-1・(6)-2 （略） 

 

(6)-3 緊急事態宣言がされている場合の措置 

 

(6)-3-1～(6)-3-6 （略） 
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(6)-3-7 犯罪の予防・取締り 

       国は、混乱に乗じて発生が予想される各種犯罪を

防止するため、犯罪情報の集約に努め、犯罪情報に

係る広報啓発活動を推進するとともに、悪質な事犯

に対する取締りを徹底するよう都道府県警察を指

導・調整する。（警察庁） 

(6)-3-7 犯罪の予防・取締り 

       国は、混乱に乗じて発生が予想される各種犯罪を

防止するため、犯罪情報の集約に努め、広報啓発活

動を推進するとともに、悪質な事犯に対する取締り

を徹底するよう都道府県警察を指導・調整する。（警

察庁） 

 

国内感染期 

（略） 

（１）実施体制 

 

(1)-1 （略） 

 

(1)-2 緊急事態宣言がされている場合の措置 

緊急事態宣言がされている場合には、上記の対策に

加え、以下の対策を行う。 

 

国内感染期 

（略） 

（１）実施体制 

 

(1)-1 （略） 

 

(1)-2 緊急事態宣言がされている場合の措置 

緊急事態宣言がされている場合には、上記の対策に

加え、必要に応じ、以下の対策を行う。 

① 市町村は、緊急事態宣言がなされた場合、速や

かに市町村対策本部を設置する 76。 

② 地方公共団体が新型インフルエンザ等のまん延

により緊急事態措置を行うことができなくなった

場合においては、特措法の規定に基づく他の地方

公共団体による代行、応援等の措置の活用を行う

ことができる 77。 

① 市町村は、緊急事態宣言がなされた場合、速や

かに市町村対策本部を設置する 76。 

② 地方公共団体が新型インフルエンザ等のまん延

により緊急事態措置を行うことができなくなった

場合においては、特措法の規定に基づく他の地方

公共団体による代行、応援等の措置の活用を行う
77 。 
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（２）～（６） （略） （２）～（６） （略） 

 

小康期 

（略） 

 

小康期 

（略） 

（別添） 

特定接種の対象となり得る業種・職務について 

特定接種の対象となり得る者の範囲や総数、接種順位等

は、新型インフルエンザ等発生時に政府対策本部において、

発生状況等に応じて柔軟に決定されるが、発生時に速やかに

接種体制を整備するために、基本的な考え方を以下のとおり

整理した。 

 

（１） 特定接種の登録事業者 

（略） 

 

（２） 特定接種の対象となり得る国家公務員及び地方公務

員 

特定接種の対象となり得る新型インフルエンザ等対策の

職務は以下のいずれかに該当する者である。 

区分１：新型インフルエンザ等の発生により対応が必要と

なる職務 

（＝新型インフルエンザ等の発生により生ずる又は増加

（別添） 

特定接種の対象となり得る業種・職務について 

特定接種の対象となり得る者の範囲や総数、接種順位等

は、新型インフルエンザ等発生時に政府対策本部において、

発生状況等に応じて柔軟に決定されるが、発生時に速やかに

接種体制を整備するために、基本的な考え方を以下のとおり

整理した。 

 

（１） 特定接種の登録事業者 

（略） 

 

（２） 特定接種の対象となり得る国家公務員及び地方公務

員 

特定接種の対象となり得る新型インフルエンザ等対策の

職務は以下のいずれかに該当する者である。 

区分１：新型インフルエンザ等の発生により対応が必要と

なる職務 

（＝新型インフルエンザ等の発生により生ずる又は増加
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する職務） 

区分２：新型インフルエンザ等の発生に関わりなく、行政

による継続的な実施が強く求められる国民の緊急の生命

保護と秩序の維持を目的とする業務や国家の危機管理に

関する職務 

区分３：民間の登録事業者と同様の職務 

 

区分１：新型インフルエンザ等の発生により対応が必要とな

る職務 

特定接種の対象となり得る職務 区分 担当省庁 

（略） （略） （略） 

検疫・動物検疫・入国管理・税

関の強化 

（検疫実施空港・港における水

際対策・検疫事務） 

区分１ 厚生労働省 

農林水産省 
出入国在留管
理庁 

財務省 

（略） （略） （略） 

 

区分２・区分３ （略） 

する職務） 

区分２：新型インフルエンザ等の発生に関わりなく、行政

による継続的な実施が強く求められる国民の緊急の生命

保護と秩序の維持を目的とする業務や国家の危機管理に

関する職務 

区分３：民間の登録事業者と同様の職務 

 

区分１：新型インフルエンザ等の発生により対応が必要とな

る職務 

特定接種の対象となり得る職務 区分 担当省庁 

（略） （略） （略） 

検疫・動物検疫・入国管理・税

関の強化 

（検疫実施空港・港における水

際対策・検疫事務） 

区分１ 厚生労働省 

農林水産省 
法務省 
 

財務省 

（略） （略） （略） 

 

区分２・区分３ （略） 

 

（参考）国内外で鳥インフルエンザが人で発症した場合等の

対策 

（略） 

（参考）国内外で鳥インフルエンザが人で発症した場合等の

対策 

（略） 
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